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調
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取

消
費
税
に
於
け
る
砂
糖
税
の
地
位
・
殺
技
法
博
士

徳
川
幕
府
の
財
政
に
つ
い
て

酒
税
の
特
撮
を
論
ず
・

放
授
料
消
弔
問
'r

助
孜
授
法
問
中
ト

h

崎
町

英
国
炭
坑
凶
有
問
題
・
目
，
，
.
紋
校
法
博
士

輸
出
信
用
保
険
制
皮
創
定
の
提
案
・

2

担

蹴

常

児

農
奴
解
放
後
思
露
凶
亜
の
土
地
問
題

論

純
油
川
県
博
士

問
問
抑
唱
士

維

柚

錦

隊

英
吉
利
の
商
工
立
国
政
策

造
艦
舶
工
場
仁
於
け
る
公
傷
卒

獅
逸
の
労
働
者
銀
行

失
業
ご
物
債
の
盤
動

池川叫

A
7

林
業
共
同
施
世
奨
励
判
別
・
自
作
農
創
設
時
持
州
山
畑
刷
・
乳
肉
卯
共
同
品
川
焚
刷
叫
則

山
孜
叫
江
町
川
内
明
士

虐
粧
品
山
町
1

向
業
川
市
戸
校

数
投
抑
袖
川
県
1
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川
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相
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論

議

泊
曲
目
腸
線
を
諭
f

第
二
十
三
番

(
第
三
貌

凹

O
)

J' 
O 

酒

税

の

轄

嫁

を

論
すや

沙

見

]is 

主再

租
税
特
掠
の
研
究

国
家
が
租
税
を
徴
敬
す
る
に
蛍
h
、
並
(
祖
税
を
何
人
が
納
付

L
何
人
が
負
婚
す
る
か
に
よ
b
二
つ
の
異
b
た
る

関
係
が
成
立
す
る
o

一
日
仏
、
租
殺
を
支
挑
っ
た
人
が
同
時
に
相
秘
を
負
捻
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
他
は
、
租
税
を

支
捌
っ
た
人
ピ
税
殺
を
結
局
負
出
向
す
る
人
ど
が
別
人
で
あ
る
場
合
で
あ
る
o

こ
の
二
つ
の
場
合
の
中
で
前
者
に
あ

b
τ
は
、
納
税
者
(
印
門
2
3
2
E
R
)
が
同
時
に
捻
枕
者
〔
印
円
。
日
再
円
仲
間
内
円
)
で
め
る
か
ら
、
問
題
が
単
純
で
あ
る
。
然

し
品
悼
の
場
合
に
於
て
は
、
租
税
が
納
税
者
か
ら
捻
枚
者
に
陣
嫁
せ
ら
れ
る
山
で
ゐ
る
か
ら
、
抜
に
極
め
て
複
雑
な

る
現
象
を
生
宇
る
の
で
ゐ
る
G

夏
に
租
税

ω酬
明
嫁

ω起
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
れ
が
立
法
者
に
よ
っ
て
珠
刻
せ
ら

れ
て
ゐ
る
事
も
ゐ
h
(向。巧
c
=
R
c
r司
君
陸
自
口
問
)
、
叉
換
期
に
反
し
て
行
は
る
、
事

(ErErω
目。
r
t
m
Z

月

F
E，
g
p

-NE同
)
が
あ
る
。
そ

L
て
本
市
小
立
法
者
の
志
思
に
基
き
租
税
を
負
傷
す
べ
き
人
即
ち
指
税
指
定
者
(
印
R
5
L
E
E
P

且
同
)
が
花
経
済
上
何
等
か
の
手
段
を
用
ひ
て
祖
枕
を
他
人
に
糟
嫁
す
る
場
合
が
最
も
解
決
に
困
難
で
あ
る
o

私

の
研
究
せ
ん
ど
す
る
の
は
、
特
嫁
の
行
は
る
、
場
介
殊
に
立
法
者
の
議
期
に
反
し
て
鱒
嫁
の
行
は
る
、
場
合
で
あ

る。



租
税
の
樽
嫁
に
つ
い
て
は
、
桶
々
の
腕
山
地
方
法
が
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
。
内
乱
N
r
m
o出
向

E
E
の
書
物
、
紳
戸
博
士
、

小
川
博
士
、
土
方
博
士
の
刷
究

ω
如
き
は
、
輔
嫁

ω理
論
的
説
明
り
上
に
於
て
大
い
に
資
す
る
所
が
め
っ
た
。
然

し
、
此
等
の
理
論
的
説
明
は
、
貫
道
的
別
究
に
よ
っ
て
力
づ
け
ら
れ
、
又
は
訂
正
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
L
租

税
樽
嫁
の
値
縫
は
、
共
時
、
其
所

ω枇
品
目
及
び
経
済
事
情
に
よ
b
従
々
の
安
全
市

L
、
一
様
に
体
し
難
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
、
租
枕
碑
嫁
に
闘
し
己
に
此
重
な
る
理
論
的
叫
引
先
ゐ
る
に
拘
ら
守
、
否
ニ
れ
ゐ
る
が
放
に
、
統
計
数

字
に
基
け
る
質
設
的
研
究
を
士
山
す
所
以
で
め
る
。

租
枕
時
械
の
統
計
的
研
究
全
試
み
る
ご
し
て
、
裁
に
問
題
ピ
な
る
は
、
そ
れ
仁
附
ゼ
ち
る
、
意
味
で
あ
る
o

所

静
、
租
枕
時
山
踏
の
統
計
的
研
究
に
性
質
の
臭
っ
た
こ
つ
の
稀
類
を
後
見
す
る
事
が
出
来
る
o

第
一
は
、
ド
い
が
い

の
租
枕
は
か
〈
か
〈
の
特
嫁
を
す
る
も
の
な
h
z
云
ふ
事
を
定
め
泣
き
、
そ
め
推
定
せ
ら
れ

L
糊
嫁
の
結
果
を
数

字
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
o

第
二
は
、
か
く
か
〈
の
租
税
は
か
(
か
〈
の
場
合
に
県

L
て
嶋
嫁
す
る
も
の
な
h

ゃ
、
又
鱒
嫁
す
る
芭
し
て
も
如
何
な
る
鵠
伎
を
ご
る
や
を
統
計
的
に
調
ぺ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
研
究
が
前
提

ご
な
っ
て
第
一
の
研
究
が
成
立
す
る
謬
で
ゐ
る
o

第
一
の
、
租
税
の
特
嫁
を
先
づ
仮
定
し
、
そ
の
輔
嫁
の
程
度
を
数
字
に
一
不
3
ん
ピ
試
み
た
も
の
は
早
急

E
E

C
白
色
。
で
あ
る
。
彼
の
説
に
よ
れ
ば
、
殆
ん
ど
凡
て
の
租
枕
は
支
配
階
級
が
被
支
配
階
核
仁
鞠
嫁
す
る
も
の
で

あ
る
、
本
来
の
間
接
消
費
税
然
h
、
修
業
税
然
り
、
司
法
手
数
料
然
り
、
地
租
亦
然
b
t
云
ふ
の
で
あ
る
o

か
〈

プ
ロ
イ
セ

y

の
嘗
時
の
租
税
枚
入
の
約
九
割
は
被
支
配
階
級
の
負
携
す
る
所
ピ
な
っ

τく
る
。
試
み

考
へ
れ
ば
、

に
彼
の
計
算
を
一
不
せ
ば
、
-
択
の
如
〈
で
あ
る
o

議

栖
措
C
林
仙
跡
を
諭
ず

(
弟
三
蹴

第
=
十
三
巻

四

) 

諭
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議

酒
柚
の
輔
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を
諭

T

一
八
五
五
年
に
於
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
租
枕
負
抱
(
皐
位
百
高
タ

1
ラ

l
)組

得

枯

所

、
附階階

接

枇

Z立
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五
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枕
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車
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同
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(
九
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組
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一

Q
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強

本危

業

Z量

事

車

( 

J、

亜t

中十

fよ

手

彼
は
、
此
意
味
に
於
げ
る
幡
嫁
の
統
計
的
分
訴
よ
り
出
援
L
、
極
力
間
接
税
を

A

か
げ
て
ゐ
る
o

日
く
「
間
接

税
は
在
接
枕
古
典
b
非
常
に
不
必
卒
で
あ
る
。
蓋
し
或
人
の
二
十
倍
、
五
十
倍
、
百
倍

ω富
を
有
し

τ
ゐ
た
所

で
、
雄
、
パ

y
、
肉
を
消
費
し
、
市
清
酒
、
葡
萄
酒
を
飲
用
し
、
燃
料
を
使
用
す
る
事
川
炉
、
決
し
て
共
人
の
二
十

倍
、
五
十
倍
、
百
倍
に
上
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」

Z
。
F
E
E
-
-
o
の
考
へ
方
は
、
後
代
の
研
究
に
可
な
b
の
影
響

を
奥
へ
た
の
で
あ
る
。
向
、

F
E
E
-
-
o
Z
相
前
品
川
し
て
同
級
の
研
究
を
後
表
せ
し
何
百
与
何
ロ
問
。
「
北
九
他
に
ヲ
-
-

F
E
E
S
-
p
c
]山

町
内

O
目『
2
F
J
F
円一
r
o
E
PユO
R

の
名
を
皐
げ
る
事
が
出
来
る

o

然
し
立
法
者
が
漁
期
し
与
者
の
推
定
せ
る
如
き
鞠
嫁
の
現
象
は
‘
来
し
て
其
催
に
行
は
れ
る
の
で
あ
ら

F

フ
か
。

思
ム
に
租
枕

ω徴
収
は
、
一
五
は
い
国
民
経
憐
に
一
つ
の
石
を
投
じ
た
様
な
も
の
で
あ
る
、
そ
の
影
響
す
る
所
が
納

税
者
の
み
に
止
ま
る
か
、
叉
け
い
携
枕
指
定
者
仁
止
ま
る
か
は
、
特
定
の
場
合
の
複
雑
な
る
要
素
に
よ
b
決
定
せ
ら
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れ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
然
b
Z
せ
ば
、
韓
嫁
を
前
提
己
す
る
第
一
の
研
究
に
先
立
っ
て
、
特
定
の
租
税
が
時
嫁
す

る
や
否
や
、
而
し

τそ
の
鱒
嫁

ω鰻
様
如
何
の
問
題
を
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
真
に
進
ん
で
は
、
立
法
者
の
噛
時
期

せ
る
斡
嫁
を
妨
「
る
事
情
ゐ
b
ご
せ
ば
、
止
(
等
の
事
情
の
性
質
を
明
か
に
し
そ
の
影
響
を
澗
ぺ
る
必
要
が
あ
る
。

此
悼
の
研
究
ご
し
て
隠
史
的
に
有
名
な
る
も
の
に
の
2
品
目
。

Z
R
及
び
同
・
円
山
一
切
市
内
〕
E
E
を
奉
げ
る
事
が
出
来

る
、
後
者
は
我
帥
聞
に
も
土
方
博
士
及
び
阿
部
数
授
を
通
じ
て
紹
介
せ
ら
汎
て
ゐ
る
。
向
]
田
内

S
E
F
P門戸白山間
F

H
O
田
町
宮
内
E
o
r
}ハ句、

H
h
m
O
Y
E
Z
岳
、
出
耳
目
E

ロ
百
件
N

、
同
日

-
L
P
E巴
白
向
。
の
研
究
も
一
五
は
い
此
系
統
に
同
加
す
る
の

で
め
る
o

判
仙
の
放
は
ん
正
す
る
の
は
、
恰
も
租
枕
陣
械
に
閲
す
る
第
二
械
の
統
計
的
研
究
で
あ
る
o

政
稲
の
杭
枕
が
帥
刊
嫁
す
る
や
否
や
、
而
し
て
鴨
嫁
の
税
皮
如
何
正
云
ふ
問
題
は
、
北
(
常
時
の
経
情
事
情
及
び
枇

合
事
怖
を
切
か
に
す
る
事
に
よ
っ
て
解
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
o

従
っ
て
欧
洲
に
て
樽
嫁
せ

L
利
税
が
我
闘
に
於

て
時
嫁
せ
ゲ
る
事
も
ゐ
b
符
べ
く
、
夏
に
、
或
時
代
に
て
は
前
人
(
〈
。

B
E
D
)
よ
b
後
人

(
Z
E
M
B
Eロ
)
に
進

特
(
司
。
早
急
-NE同
)
せ

L
組
枕
が
他
ゆ
時
代
に
て

U
惑
に
殺
人
よ
り
前
人
に
謎
鴨
(
何
百
}
富
山
巴
自
口
問
)
す
る
が
如
き

事
も
、
叉
夏
叫
(
ぜ
〈
向
日
z
i
p
-
E口
問
)
、
消
叫
(
〉
F
4ん

H
5
5同
)
、
償
却
(
〉
目
。
注
目
ロ
o
p
)
の
諸
現
象
を
其
時
々
に
呈
す

る
が
如
き
事
も
考
へ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
に
軸
嫁
が
問
題
正
せ
ら
る
、
租
税
zr
れ
自
身
'
の
内
容
も
特
嫁
の
慨

様
に
影
響
を
及
ば
す
の
で
ゐ
る
。
市
営
酒
税
に
し
て
も
、
国
税
ご
し
て
全
国
仁
一
様
に
行
は
れ
る
か
又
は
一
地
方
に

限
局
せ
ら
れ
る
か
、
従
量
枕
V
従
川
崎
税
か
、
累
進
税
か
比
例
枕
か
、
原
料
謀
枕
か
生
産
融
税
か
の
諸
事
情
に
よ
ち
、

輔
嫁

ω内
容
が
異
色

g
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
此
服
の
研
究
じ
於
て
外
国
の
研
究
方
法
を
愛
考
仁
す
る
事
は
必
要

で
あ
る
が
、
欧
洲
諸
国
の
研
究
の
結
果
を
北
(
催
鵜
芥
み
に
し
て
我
闘
に
移
植
し
一
ー
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

凹
三
)

1<; 

悦

ゾL

議

酒
柏
山
軸
山
脇
世
論

f

第
二
十
三
巻
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日商

議

泊
枕
白
押
艇
を
論

f

我
困
に
於
げ
る
最
も
有
力
な
る
租
枕
に
し
て
且
つ
純
嫁
の
問
題

ω中
心
ご
な
る
の
は
酒
税
特
に
清
酒
地
石
税
で

是
の
糊
帥
仰
の
・
貨
統
的
研
究
を
試
み
る
の
で
の
る
。

あ
る
。
以
下
、
我
岡

ω酒
枕
特
に
清
酒
池
石
松
に
つ
き
、

第

酒
税
制
押
嫁
の
諸
過
程

錆
二
十
一
己
を

(
弟
一
ニ
披

ゴi
四

四
四
)

全
国

ω消
酒
醸
治
官
同
は
、
最
近
数
年
閉
山
市
に
五
百
高
石
以
上
に
上
っ

τゐ
る
、
清
酒
一
石

ω川
畑
椛
を
百
回
Z
定

め
る
正
五
一
億
闘
以
上

ω生
産
商
が
法
制
倒
的
に
考
へ
ら
れ
る

ωに
か

ι
、
清
酒
隣
地
業
が
我
岡
重
大
産
業
の
一
た
る

事
は
疑
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。
清
酒
醸
遺
業
は
我
刷
の
大
産
業
の
一
た
る
に
止
ま
ら
宇
、
財
政
上
に
も
重
要
な
る

意
義
を
有
し
て
ゐ
る
o

明
治
二
十
九
年
三
月
山
楢
能
税
法
は
決
後
幾
越
川
唱
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
が
、
伊
川
栖
治
石
一
品

一
石
に
つ
き
次

ω如
、
き
従
量
枕
卒
を
抹
周
し
E
ゐ
る
。

第

-

表

清
酒
造
酒
税
由
説
率

抗

凹

川

七

折

ぬ

明
治
三
十
凶
年
十

H
以
昨

明
泊
三
十
七
年
四

H
M
降

折

五

閥

抗

九

鈎

明
治
呈
十
八
年
」

H
U
昨

仏
知
山
ハ
附
六
折
't
銭

明
治
問
十
一
年
一
-
一
月
以
昨

拾

九

州

六

拾

飽

大

正

七

年

凶

H
以
降

前
折
笠
岡
凡
抗
「
札
錨

大

正

九

年

λ
月
以
降

多
折
山
品
川
参
折
五
銭

大
正
十
一
年
四

H
以
昨

品
企
抗
闘
六
拾
九
鈍

大
正
十
五
年
四

H
以
降

多
拾
七
闘
球
拾
銭

(
抗
日
計
附
但
し
持
引
減

U
H分
自
一
一
)

(
拾
五
闘
h
抗
鈍
但
L
Mけ
引
減
ば
百
分
の
ニ
)

(
折
七
同
但
し
伴
引
減
拙
百
分

ω

(
政
拾
問
似
し
件
引
減
対
百
分
の
一
一
)

(
式
折
参
聞
但
L
斡
川
引
減
叫
百
八
刀
の
百
)

(
接
抗
参
同
但
L
津
引
減
量
百
分
の
五
)

(
葬
品
多
訓
也

L
持
引
減
対
百
分
自
七
)

(
凹
新
附
但
L
枠
引
減
社
百
分
白
七
)
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而
し
て
、
清
酒
造
石
税
を
中
心
正
す
る
酒
税
の
牧
入
は
、

1
1大
正
七
、
入
、
九
、
十
、
十
一
の
五
年
を
除
き

1
1
1
常
に
我
国
租
税
枚
入

ω首
位
を
占
め
、
現
に
大
正
十
五
年
度
政
算
に
は
二
億
倹
困
の
税
額
が
計
上
せ
ら
れ
て

ゐ
る
。
こ
の
財
政
上
経
済
上
重
要
な
る
清
酒
業
を
諸
過
程
に
分
も
、
栖
枕
鞠
嫁
の
闘
係
を
明
か
に
し
に

ν
の
で
あ

る。
清
酒
治
石
税

ω説
枕
物
件
は
清
酒
で
あ
っ
て
、
そ
の
納
税
者
は
酒
造
業
者
、
鱈
税
指
定
者
は
清
酒
の
消
費
者
で

。

。

あ
る
o

従
っ
て
清
酒
造
石
枕
の
時
嫁
関
係
を
見
る
に
蛍
h
、
加
川
造
業
者
な
る
人
が
、
清
酒
な
る
物
を
通
じ
て
、
他

の
私
経
済
ご
如
何
な
る
流
通
関
係
に
立
て

h
や
が
中
心
問
題
正
な
っ
て
来
る
。
酒
造
家
を
中
心
正
し
て
、
流
通
経

携
の
前
人
ご
し

τ考
ふ
べ
き
は
農
家
で
あ
っ
て
、
役
人
は
問
屋
、
仲
買
商
、
小
東
北
問
、
消
費
者
で
あ
る
o

納
税
者

た
る
酒
池
家
及
び
携
税
指
定
者
た
る
消
費
者
の
み
を
中
心
正

L
・
其
関
係
の
一
を
岡
示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

l 山一審

(
納
枕
者
)

↓ 

(
第
三
抗

凹
五

館
二
十
三
容

三
九
宜

E量

耳量

酒
税
の
特
州
出
を
前
ず

1893田 Dicrschke;PIogressive llesteuerung dC:5 Grossbetriebes bei eini 
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首位

議

間
枇
山
輔
拙
止
論
ず

第
二
十
口
一
巻

(
め
三
焼

聞
大
)

L
六

酒
造
家
が
農
家
か
ら
米
を
買
入
れ
‘
此
を
主
要
原
料
吉
し
て
清
酒
を
遺
る
の
は
、
一
五
は
い
生
産
過
程
に
局
す
る

の
で
あ
る
。
之
仁
反
L
、
清
酒
が
酒
治
家
を
離
れ
て
、
直
援
に
消
費
者
の
手
に
・
叉
は
他
の
酒
治
家
、
問
屋
(
古
車

京
に
て
は
酒
間
足
及
び
酒
類
問
屋
)
、
仲
良
、
小
質
商
の
一
人
又
は
多
数
を
遁

ιて
間
接
に
消
費
者
の
手
に
入
る

の
で
ゐ
る
、
流
通
過
程
が
此
で
あ
る
o

こ
の
生
産
・
流
泌

ω耐
過
程
に
関
連
し
て
鱒
嫁
を
諭
す
る
事
が
山
来
る
o

清
酒
造
石
税
が
、
そ
の
納
枇
者
に
し
て
且
つ
前
人
た
る
袖
羽
田
家
よ
b
前
方
に
糟
糠
し
、
遂
に
後
人
に
し
て
際
税

指
定
者
た
る
清
酒
治
技
者

ω負
備
に
蹄
有
す
る
の
が
、
立
法
者
の
漁
期
せ
し
碑
嫁
で
あ
る
、

-
X
は
い

Y

清
一
山
地
石
税

の
楠
嫁
の
理
想
型
が
こ
れ
で
ゐ
る
o

然れい
y
」
も
轄
嫁
の
此
理
想
型
な
る
も
の
は
、
現
貨
に
は
決
し

τ其
依
に
行
は

れ
る
も
の
で
は
な
〈
、
日
開
々
の
僚
件
に
支
配
せ
ら
れ
且
つ
撹
乱
ゼ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
清
酒
治
石
松
の
場
合

に
於
て
理
想
型
に
多
〈
の
僚
件
を
附
せ
ね
ば
な
ら
凶
の
は
、
そ
の
叫
嫁
が
車
純
な
る
柑
嫁
に
あ
ら
す
し
て
、
真
鴨

な
る
が
放
で
ゐ
品
。
前
掲

ω
陣
表
の
示
す
如
く
・
槍
枕
者
た
る
酒
池
山
水
正
一
概
税
指
定
者
た
る
消
費
者
言
的
聞
に
於

て
、
第
三
者
が
相
殺
徴
牧
の
仲
介
者
(
〈
2
E在
日
仏
白
山
町

5
5
R
a
m
)
ご
し
て
加
入
し
、
各
人
の
閲
係
が
或
は

生
産
過
程
に
於
て
又
は
流
通
過
桂
に
於
て
大
に
交
錯
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
か
〈
て
清
酒
諮
石
税
の
時
嫁
の
理
想

型
犯
る
も
の
は
随
所
に
破
ら
れ
幾
多
の
俊
件
を
附
せ
ら
れ

F
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

租
税
制
時
嫁
り
理
想
型
た
る
も
の
が
川
市
し
て
如
何
に
し
て
彼
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
調
べ
る
柏
崎
め
に
は
、
清
酒
造
石
税

の
場
合
が
最
も
過
賞
な
る
例
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
清
酒
の
流
通
過
程
ピ
生
産
過
程
正
の
こ
う
の
場
合
を
分

ち
、
清
酒
迩
石
松
の
時
嫁
の
澱
誌
を
明
か
仁
し
た
い
の
で
あ
る
。



酒
造
家
は
農
家
よ
h
米
を
買
入
れ
、
此
を
主
要
原
料
ご

L
τ
清
酒
金
醸
造
し
、
同
時
に
酒
税
を
負
躍
し
、

こ
の
清
酒
に
趨
嘗
な
る
包
川
公
を
施
し
て
市
場
に
資
ふ
り
出
す
の
で
ゐ
品
。
故
に
酒
遺
枕
の
碑
嫁
が
ゐ

h
得
る
骨
岬
め
に

は
、
少
〈
ご
も
原
則
個
に
正
市
利
益
を
加
へ
、
そ
れ
に
酒
治
枕
を
算
入
し
た
も
の
が
、
酒
治
家
の
質
b
出
す
清
酒
の

債
格
で
な
け
れ
ば
な
色
町
H
o

然
る
に
、
こ
の
正
喝

ω叫
嫁
な
る
も
の
は
佐
心
仁

L
て
奈
苫
れ
る
の
で
ゐ
る
・
特
嫁

Z
生
産
過
程
己
し
て
諭
す
る
腕
は
恰
も
此
径
路
で
あ
る
。

生
産
過
程
に
於
け
る
時
総
の
障
害
を
知
る
が
治
め
に
は
、
先
づ
清
酒
の
原
慣
計
算
を
符
ふ
必
要
が
あ
る
o

蓋
し

特
定
の
場
合
に
暢
嫁
が
充
分
行
は
れ
ゲ
り
し
炉
、
又
は
碑
勝
以
上
に
御
利
盆
を
牧
め
た

h
L
か
の
問
題
は
凡
て
原

舗
を
標
準
Z
し
て
決
定
せ
ら
れ
る
か
ら
で
ゐ
る
o

清
酒
の
原
煩
を
計
算
す
る
に
際
し
、
先
づ
清
酒
そ
の
も
の
、
元

附
を
調
ぺ
、
次
に
包
装
投
北
(
他
の
附
帯
設
を
も
考
慮
に
入
れ
る
事
ご
す
る
o

本
項
に
て
扱
ふ
所
は
一
冗
附
で
あ
る
。

試
み
に
、
前
泊
の
生
産
机
立
を
伏
見
及
び
灘
に
つ
い
て
調
ぺ
る
ご
、
第
二
表
を
得
る
一
帯
が
出
来
る
o

調
賓
用
式
及

び
調
査
目
的
は
そ
れ
苧
れ
呉
っ
て
ゐ
る
が
、
榔
念
だ
け
を
得
る
籍
め
に
は
充
分
で
あ
ら
う
。

兎

第

韓
娘
三
生
産
過
程
の

諭

叢

酒
税
山
科
総
を
諭
J
S

節
ニ
イ
三
谷

第

観

四
七
)

ゴL
-ヒ
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第

表

大
正
十
三
酒
撞
年
度
粛
酒
一
石
原
慎
計
算
表

{k 

見
(
栖
詑
家
の
調
査
)
↑

同

一

吾-・九六一

支
原由

"" 
料部(ロ)

米

手同
A 

円

(
白
米
一
石
首
り
雪
・
き
)

支
尿出

"" 
部(イ)

骨盤

(
耽
務
署
の
調
査
)

料



zl旨

量生

伏: 泊
枇
白
牌
伐
を
諭
ず

見

包 包 τ= 
ユヨロロ口~ ロロュ一一口五口口一日・回・ ・ ・ . m ・ τM  
合同五合三毛主tn 夫 元自ええ三夫壁芳三三完内

，A1 

支
出
白
部

結

石

柑

燃

料

品

立

沼

力

貨

精

米

給

料

雌

給

料

及

給
m
H

R

4

2

 

家

反

艦

総

火

器

共

修

繕

批

替

業

費

雑

貨

火

災

保

険

料

ト一一=H

枚
入
山
部

酒

粕

代

小

米

代

空

依

及

糊

代

糠

h

u

4
 

計日吋
d

量

原

1~ 

)
 

ロ

支
山
山
部

諸

公

課

材

料

費

燃

料

品

H

動

力

資

1

批

修

繕

技

消

耗

北

通

信

組

搬

技

荷

誼

貨

諸

拾

奥

肱

賞

投

資

金

刺

子

雑

費計

牧
入
曲
部

粕依純
Re 

差

~I 

j咽米原

憤

第
二
十
三
巻

1~ 1~ 1~ 1~ 

円一
・
八
八

口
・
川
匂

口
-
D
U

D
-
同
同

子
会

内
A己
・
口
一
品

(
第
三
腕

同
八
)

JL 
)¥‘ 

昌
一
一
・
出
口

七・盟国

一
・
一
弓

口
・
一
号
己

目一

-
z
h
ロ

ロ・
A
A

口
・
五
五

口
・
耳
一

口・
4
口

口
・
-
一
口

0

・A
(

口

?
量

口・↓一一己

ん一一・
4

芭

(
補
遺
枇
、
所
得
枕
、
管
業
枕
及
附
加
措
岱
)

(
利
施
、
位
代
、
サ
ル
チ
ル
齢
、
加
綿
、
本
代
、
師
代
等
)

(
石
川
庇
R
A
掛
hA代
年
)

(
柿
米
助
力
及
電
燈
料
等
)

(
成
人
給
料
、
食
料
品
珂
及
手
前
)

(
建
物
、
器
具
修
締
叫
)

(
防
白
給
料
共
他
雑
粉
)

(
雄
費
、
山
間
告
到
、
党
際
費
時
)

(
工
場
其
他
固
定
資
本
訓
子
)



第
二
表
の
示
す
が
却
〈
、
清
酒
の
原
叫
慣
の
最
も
重
要
な
る
'
部
分
を
占
む
る
も
の
は
、
原
料
米
正
治
酒
治
石
税
ぜ

の
こ
つ
で
あ
っ
て
、
他
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
o

特
に
世
界
大
戦
前
迄
は
、
酒
糟
・
俵
・
扱
き
細
・
小
米
、
糠

等

ω所
論
「
務
も
物
」
山
政

λ
が
相
蛍
仁
あ
り
、
一
』
れ
の
み
に
て
拙
背
負
北
一
他
の
諸
経
費
を
支
馳
附
す
る
じ
充
分
で
ゐ
つ

北
o

仙
界
大
戦
以
後
は
‘
第
三
表
仁
一
不
す
が
如
〈
、
勢
貨
が
非
常
仁
勝
賞
せ

L
仁
、
「
落
も
物
」
の
方
は
其
制
仁
他

上
b
せ
g
b
L結
果

t
l
τ
、
手
、
的
事
情
は
可
な
h
畿
動
L
た
の
で
あ
る
o

第

= 
表

叫
泊
一
寸
六
年
度

同
三
一

1
ヒ
年
度

同
三
十
八
作
成

同
三
十
九
年
度

同

凹

十

年

度

同
凹
十
一
勾
皮

同
凹
「
二
作
成

同
四
十
=
年
度

同
間
十
四
年
度

大

正

元

年

度

同

二

年

度

同

三

年

度

論

能

灘
五
郷
酒
遁
雇
人
-
目
賃
金
表

現
耐
川
一
一
剛

一州一
二
旦三一品一一三景三

E
U

一
4
f

一完五
五

酒
枯
の
榔
総
世
論
ず

(
附
加
糟
値
段
)
(
内
宮
枯
務
岩
調
査
)

一一一一 一一一一一一一 l 人~ ;;.:豆一三一亘一両日面目百 A A 錯し

-三

焚

当|人

倣
'fミ

J己

=苦言写二完 ヨ'""五日=

第
二
十
三
巷

(
第
三
貌 '1' 
四
九
)

=-~ z 

捷
一
一
抑

些一主-A 
一一旦-五五-一

旦
豆

三
九
九

三孟孟三完売完元 元首 三三 銭| 洗

き昌三五至三三三逗歪豆亙儲1持



第
三
表
に
て
は
・
支
出

ω部
ω勢
貨
芝
山
収
入
の
部

ω酬
明
代
子
宮
比
較
し
た
の
で
ゐ
る
が
、
雑
費
一
か
抽
出
心
践
ん
で

行
〈
事
は
一
般

ω趨
勢
己
云
ふ
事
が
出
来
る
。
其
結
旧
市
、
従
来
は
清
酒
一
石
的
原
舗
を
計
算
す
る
に
際
L
、

部
菌
l
剖
刷
局
u
b
判
廟
H

同
法
i
剖
δ
除
問
問
X

∞C
ま
+
菌
加
問
調
J
剖
同
時

v

な
る
玄
米
入
制
の
式
を
採
刷
用
し

τゐ
た
の
に
、
近
頃
で
は
次
の

郡一周
l
剖
A
u
h
訓淘
H
同
門
川
押

l
創
S
禽

間

同

X
H
C
己
申
品
十
鶴
岡
附
詩

l
制
時
守

玄
米
十
掛
の
式
に
改
め
る
徒
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o

灘

ω成
大
酒
造
家
及
び
伏
見
税
務
署
管
内
の
ニ
つ
の
例
に
よ

る
ピ
、
第
四
哀
を
得
る
事
が
出
班
ゆ
る
。

議

前
枕
山
一
時
的
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治
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八
年
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三
十
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年
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同

凹

十
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同
凹
「
↑
年
度

同
間
十
二
年
此

同
四
十
一
日
何
十
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同
凹
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一
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度
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議
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第
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且
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古
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司
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同

1
凶

年

度

第
四
中
高

ω数
日
ず
は
前
掲

ω一
公
式
を
溢
明
す
る
じ
充
分
な
る
数
字
材
料
を
即
時
へ
て
ゐ
な
い
が
、

少
〈
ご
も
原
料
米

以
外

ω生
産
技
が
相
劉
的
じ
府
加
し
た
事
以
怠
見
の

一
致
す
る
所
で
ゐ
る
。

原
伺
計
算
が
時
代
正
共
仁
襲
っ
て
来

，F
』

H
H
μ
+
4
9

、

f
'
ユ
一
寸
，
『

酒
治
枕
鱒
嫁
の
上
に
或
舗
の
影
響
を
山
間
ふ
る
も
の
で
ゐ
る
。

第
四

輔
掠
ご
生
産
過
程
の
二

以
上
は
清
酒
そ
の
も
の
、
生
成
叫
官
邸
も
桶
一
一
ん
の
原
倒
に
つ
い
工
翻
袋
を
進
め
、
米
側
己
酒
税
が
重
要
な
る
地
歩

を
山
め
て
ゐ
る
事
及
び
原
倒
計
算
の
旋
還
を
明
か
に
し
た
の
で
ゐ
る
。
然
[
清
酒
な
る
色
の
は
波
純
で
あ
る
か

ら
、
商
品
正
し

τの
宿
泊
の
原
倒
を
考
へ
る
縛
め
に
は
、
こ
れ
が
包
製
品
問
共
他
の
附
横
山
首
を
計
算
す
る
必
要
が
あ

る
o

附
帯
設
な
る
も
の
が
揃
一
克
服
倒
己
如
何
な
る
割
合
に
あ
り
ゃ
を
、
十
駄
に
つ
い
て
訓
吋
て
第
五
表
を
得
た
の

で
ゐ
る
。
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第
五
表
の
桶
元
原
則
悶
ご
云
ム
の
は
、
生
産
費
、
酒
税
の
雨
将
を
包
合
し
、
倉
肱
借
料
、
酒
税
以
外

ω税
金
、
管

業
費
M
A
ぴ
貯
政
減
益
は
除
外
し
た
の
で
あ
る
o

附
帯
設
ご
云
ム
は
、
櫓
代
、
術
泊
費
、
運
賃
、
倉
敷
・
東
京
の
酒

問
屋
に
支
抑
ふ
口
銭
を
さ
す
の
で
あ
る
。
世
界
戦
争
瞥
時
の
如
量
、
山
師
代
が
非
情
に
昂
隣
し
、
酒
諸
家
は
酒
税
よ

h
も
寧
ろ
樽
代
セ
顧
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
例
も
あ
る
o

放
に
附
帯
費
の
問
題
は
原
価
問
計
算
仁
於

τは
、
可
な

h
重
要
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。
第
五
表
の
桶
一
克
派
閥
聞
及
び
附
帯
設
を
第
六
表
の
東
京
的
山
清
酒
資
捌
値
段
正

調
服
す
る
ご
、
酒
池
山
部
的
一
純
錨
を
計
算
す
る
輔
が
出
来
る
の
で
ゐ
る
。
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第
五
表
正
第
六
表
ピ
を
比
較
謝
照
し
て
、
東
京
積
出
清
酒
の
純
盆
を
計
算
す
る
事
が
出
川
市
る
o

飛
切
の
場
合
に



つ
い
て
設
明
す
る
、
一
方
に
於
て
、
買
捌
値
段
か
ら
附
帯
費
を
差
し
引
き
そ
れ
を
十
駄
(
入
石
二
斗
)
で
削
る
=
一

石
嘗
り
の
清
酒
良
捌
値
段
を
得
る
り
で
あ
る
、
他
方
に
於

τ、
柿
一
光
原
債
を
十
駄
(
七
石
三
斗
)
で
剖
り
、
七
係
の

貯
戒
械
を
顧
慮

L
、
一
石
蛍
b
消
掴

ω原
艇
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
資
捌
飾
段
ご
原
債
ご
を
比
較
し
て
、
酒
治

家
の
損
盆
を
計
算
可
る
事
が
出
来
る
。
其
他
の
場
合
に
於
て
は
、
資
捌
値
段
の
十
駄
の
数
字
が
異
っ
て
ゐ
た

h

(
極
上
に
て
は
入
石
一
斗
、
上
々
、
土
、
中
に
て
は
入
石
)
・
制
水
を
顧
慮
す
る
必
要
が
ゐ
b
A
上
は
一
割
の
制
水
、

中
は
一
割
五
分
の
割
水
)
、
多
少
修
正
全
加
へ
た
が
、
大
蝉
に
於

τ飛
切
の
場
令
の
計
算
方
法
を
其
他
用
ひ
る
事

が
出
来
る
。
か
(
し
て
第
七
表
に
東
京
積
荷
清
酒
代
純
盆
表
を
得
た
の
で
ゐ
，
Q

O

(
A
制
先
)

東

京

請

出

清

酒

純

盆

表
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石
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り
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東
京
間
岡
山
清
酒

ω場
合
は
、
清
酒
の
生
産
過
税
に
於
け
る
原
側
計
算
を
凡
工
網
羅
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

れ
を
標
準
正
し
て
生
涯
過
訓
棋
の
金
曜
に
過
中
る
結
論
を
奥
へ
る
事
は
決
し
て
不
自
然
E
あ
る
ま
い
。
第
七
表
の
ふ
泉

京
積
出
清
酒
純
盆
求

ω数
字
に
法
草
、
清
酒
造
石
税
の
樽
嫁
記
生
産
過
純
正
の
閲
係
に
つ
き
、
次
の
如
、
さ
断
定
を

下
す
事
が
出
来
る
。

一
、
純
盆

ω
多
少
は
年
度
に
よ
h
非
常
に
臭
っ
て
ゐ
る
o

損
失
を
出
現
る
年
も
ゐ
ム
リ
巨
利
を
博
す
る
事
も
あ
り
、

結
局
約
十
年
す
れ
ば
正
指
の
利
盆
を
牧
め
る
事
が
出
来
る
ご
云
ふ
意
味
か
ら
し
て
、
十
年
帳
尻
な
る
用
婦
が

商
山
本
の
聞
に
行
は
れ

τゐ
る
が
、
酒
地
業
は
恰
も
其
通
例
で
あ
る
。

二
、
上
等
日
開
に
な
る
務
純
盆
が
多
〈
、
下
等
品
に
至
ム
リ

τは
純
盆
少
さ
の
み
か
往
々
に
[
て
損
失
苫
へ

ι粛
す

こ
れ
上
等
品
Z
下
等
日
間
正
一
炉
、
そ
の
寅
捌
値
段
に
於
て
は
著

L
う
差
め
る
に
拘
ら
中
、
そ
の
生

の
で
ゐ
る
。

』



産
費
に
は
大
差
が
純
一
い
か
ら
で
あ
る
o

而
し
て
こ
れ
が
原
図
ご
し
て
は
、
清
酒
造
石
税
が
上
等
品
ご
下
等
口
問

ご
を
匝
別
せ
中
し
て
単
純
な
る
従
量
税
を
採
用
し
て
ゐ
る
引
を
も
数
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
「
一
γ

ん
を
一
割
張

h
こ
め
ば
二
割
ご
れ
る
L

の
原
則
が
行
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。

清
酒

ω生
産
油
叩
慌
を
昆
る
に
、
酒
治
家
は
、
年
度

ω如
何
に
よ
り
て
成
時
は
時
嫁
以
上
の
利
盆
を
牧
柏
、
或
時

は
糟
嫁
す
ぺ
き
筈
の
泊
枕
の
一
部
又
は
全
部
を
自
ら
負
防
き
へ
も

L
て
ゐ
る
、
岡
崎
に
上
等
口
聞
に
て
巨
利
を
占
め
、

下
等
日
間
に
て
は
時
嫁
ef
断
念
す
る
の
み
h
y
悦
に
損
失
迄
h
A
H
治
し
て
ゐ
ゐ
の
で
あ
る
G

或
大
一
山
治
家
の
管
業
報
告

に
現
は
け
い
た
る
此
現
象
は
、
担
任
皮
の
差
こ
そ
ゐ
れ
、
我
閥
会
館
の
洞
化
地
莱
の
生
慮
加
山
花
に
泡
用
せ
ら
れ
E
ゐ
る
の

で
め
る
。
要
す
る
に
、
酒
枕
同
級
の
第
一
歩
た
る
生
産
過
程
に
於
て
己
に
、
酬
明
嫁
な
る
も
の
が
決
し
て
機
械
的
の

も
の
に
あ
ら
宇
複
雑
極
'
り
な
き
他
り
要
素
に
支
配
せ
ら
れ
影
響
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
酒
枕

ω柿
崎
勝

己
流
通
過
程
己
の
闘
係
に
つ
い
て
は
‘
克
に
項
を
新
た
に

L
て
之
を
論
争
る
o

議

酒
枕
の
叫
臨
を
諭
ず

第
二
十
三
番

諦

(
未
完
)

t再
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五
九
)
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